
施設名：日野市勤労・青年会館                       

 （１）選定のポイント 
・ 事務効率・経費節減等の工夫がされているか。 

・ 施設の利用率を向上させるための具体的な提案がなされているか。 

 

 （２）応募団体名 
     日野建物管理協同組合 
     テルウェル東日本株式会社 

株式会社日野市企業公社 
 

 （３）採点表 
７名の選定委員の得点の合計点を選定委員会全体の得点とした。 

審査項目 内  容 

（株） 

日野市企業 

公社 

Ｂ社 Ｃ社 配点合計 

①市民の平等な利用が確保され

ているか。 

②だれでも利用できる配慮はな

されているか。 

③利用者の意見を反映する仕組

みがあるか。 

④施設の特性を生かしたサービ

スが提案されているか。 

公の施設につい

て市民の平等な

利用及びサービ

スの向上が確保

されること。 

（第４条第１号） 

⑤地域との連携は図れているか。

 

２１０ １３０ ２０４ 
２８０点 

（40 点×7 人）

①施設の目的を効果的かつ効率

的に達成できるものになってい

るか。 

 

②事務効率・経費削減等の工夫が

されているか。 

 

事業計画書等の

内容が、公の施設

の効用を最大限

に発揮するとと

もに、管理に要す

る経費の縮減を

図ることができ

るものであるこ

と。 

（第４条第２号） 

③施設の利用率を向上させるた

めの具体的な提案がなされてい

るか。 

 

２７４ １７０ ２３６ 
３５０点 

（50 点×7 人）

①安定したサービスを提供する

ための職員体制、職員研修が実施

できるか。 

事業計画に沿っ

た管理を安定し

て行う物的及び

人的な能力を有

していること。 

②同種の施設管理運営実績があ

るか。 

２３１ １３３ ２１６ 
２８０点 

（40 点×7 人）
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③防災・防犯及び非常災害時等の

危機管理対応策は適切であるか。

④適正な経理処理ができるか。

（第４条第３号） 

⑤利用者との苦情対応策は適切

か。 

個人情報等につ

いて適正な管理

が確保されるこ

と。 

（第４条第４号） 

①個人情報を保護するための体

制が整っているか。 

２６ １５ ２６ 
３５点 

（5 点×7 人）

①環境への配慮がされているか。

②運営方針等から熱意・意欲が感

じられるか。 

その他市長等が

必要と認める事

項。（第４条第５

号） ③その他施設の運営に特筆すべ

き提案があるか。 

８２ ４９ ７９ 

 

１０５点 

（15 点×7 人）

小   計 ８２３ ４９７ ７６１ 

付 加 点 ７０   

合   計 ８９３ ４９７ ７６１ 

１０５０点 

(150 点×7 人)

順   位 １ ３ ２  

 

※ 審査の採点方法は、各審査項目について、配点に応じて評価点に所定の掛け率を乗

じ採点した。 
 
※ 各項目の採点基準（評価点） 

５点  要件を充分に満たしている。 
４点  多少工夫の余地はあるが、ほぼ要件を満たしている。 
３点  基本的な水準を満たしている。 
２点  多くの問題があり、基本的な水準に達していない。 
１点  全く要件を満たしていない。 

   例：配点２０点の場合は、評価点５点×４ 

 

※ 付加点とは、当該選定施設を現に管理運営している指定管理者が応募した場合に、

過去の管理運営実績に基づいた検査・評価調書の評価結果により、定められた点数

を、上記審査項目得点合計に加算するものである。 
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＜指定管理者導入施設検査・評価調書による評価結果＞ 
 評価結果 評価点 付加点 

１ 「優」 80 点以上 100 点 ＋２０点 
２ 70 点以上 80 点未満 ＋１５点 
３ 

「良」 
60 点以上 70 点未満 ＋１０点 

４ 50 点以上 60 点未満 －１０点 
５ 

「改善」 
50 点未満 －２０点 

本施設については、株式会社日野市企業公社に対して、指定管理者導入施設検査・評

価調書による評価結果（評価点 61.7 点）に基づき、10 点×7 名=70 点の付加点を加算

する。 

 

（４）選定結果 

指定管理者候補者 株式会社日野市企業公社  

 

 （５）指定期間 

    平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日まで  

  

（６）総評 

● 選定理由 

    施設の利用率を向上させるための具体的提案がなされ、また本施設の管理運営

について十分な経験があることから、経費削減を図りながら安定した公共サー

ビスの提供が可能であると判断し、上記候補者を選定した。 

 

● 協定締結にあたっての要望事項 
・ 単に施設の維持管理や受付業務の処理に終始することなく、指定管理者の主

な業務の第２項に掲げる、勤労者・青少年の文化教養に関する業務を積極的

に企画し、遂行に努めること。 
・ これまでの管理運営を主管課とともに抜本から見直し、大胆な発想のもとに

企画運営を検討すること。 
・ サービス向上のため、駅からの案内板の設置や和室利用者のための低いイス

の設置等を検討すること。 
・ 平成１８年度から実施している第２、第４月曜日の臨時開館について、さら

なるＰＲに努めるとともに、通常の開館日も含め利用率の向上に努めること。 
・ 所管課は事業遂行について、取り組み状況の定期的な点検、督励を行うこと。 

 
 
 


